
 
 

 

 

 

津幡町小規模事業者等持続化補助金 

申請要領 

 

 

 

 

 

 

 

申請期限 

令和９年３月３１日（水）まで 

 

 

令和６年１２月２３日 

 

 

更新 令和７年１月 ７日（P3 申請書記載例を修正） 

令和７年１月 ８日（P5 申請書記載例を修正） 

令和７年４月 １日（P3,5,6 名称等の変更に伴う修正） 

令和８年２月１３日（申請期限の延長） 
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Ⅰ．本事業の概要・支給対象 

１．目 的 

 

令和６年能登半島地震の影響を受けた町内の法人及び個人事業主の事業再建及び経営安

定を図るため、次のいずれかの補助金（以下「県補助金等」という。）の額の確定を受け

ている事業者に対し、追加支援を行います。 

 

ア 全国商工会連合会が交付する、小規模事業者持続化補助金（災害支援枠（令和６年能

登半島地震）） 

イ 公益財団法人石川県産業創出支援機構が交付する、中小企業者持続化補助金（災害支

援枠（令和６年能登半島地震）） 

ウ 石川県が交付する、石川県なりわい再建支援補助金 

 

２．補助対象者 

 

 県補助金等の額の確定を受けている事業者で、令和６年１月１日以前から町内に事業所

を有する法人または個人事業主で、次の①、②のいずれにも該当する者 

① 津幡町の条例、規則等に定める税及び料金等の滞納がない者 

② 補助金の申請後も町内で事業を継続する意思のある者 

 

３．補助対象経費及び補助金の額 

 

・補助対象経費…県補助金等の補助対象経費のうち、津幡町内の事業所にかかるもの 

・補助金の額…補助対象経費から県補助金等の交付確定額を差し引いた額に２分の１を乗

じた額とし、下記の金額を上限とします。※千円未満の端数は切り捨て 

 

県補助金等の種類 津幡町補助金の上限額 

ア 小規模事業者持続化補助金 ５０万 

イ 中小企業者持続化補助金 ５０万 

ウ 石川県なりわい再建支援補助金 １００万 
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４．申請に必要な書類 

 

（１）申請書兼実績報告書（様式第１号） 

 

（２）県補助金等の額の確定通知書の写し及び事業内容が分かる実績報告書等 

 

（３）宣誓・同意書（様式第２号） 

 

（４）その他町長が必要と認める書類 

 

５．手続きの流れ 

 

  

 

 

              ①申請書兼実績報告書を提出 

 

 

②補助金交付決定及び額の確定通知書を郵送 

 

 

                ③補助金請求書を提出 

 

 

                 ④補助金の振込 
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Ⅱ．記載例 

１．申請書兼実績報告書 ※消せるボールペンは使わないでください 
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２．宣誓・同意書 ※消せるボールペンは使わないでください 
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３．補助金請求書 ※消せるボールペンは使わないでください 
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Ⅲ．その他 

 

（１）申請の内容を審査する際、不明な点等が発生した場合は、記載された連絡先への連

絡及び追加書類の提出を求めることがあります。 

（２）審査の結果、不支給となった場合は、その旨を文書で通知いたします。 

（３）提出された書類について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。

調査の結果によって不正受給と判断された場合、補助金の返還を求める場合がありま

す。 

 

 

【申請・問い合わせ先】 

 

 〒929-0393 河北郡津幡町字加賀爪ニ 3番地 

津幡町 産業建設部 商工観光課  

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

   TEL:076-288-6120 FAX:076-288-6470 

   E-mail: shoukou@town.tsubata.lg.jp 


